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は
じ
め
に

一
九
九
四
年
一

O
月
二
七
日
の
第
四
二
回
基
本
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
、
「
何
人
も
、
そ
の
性
別
、
生
ま
れ
、
人
種
、
言
語
、
故

ドイツ基本法における「障害者の不利益処遇禁止」の解釈論（岡田俊幸）

郷
お
よ
び
家
柄
、
そ
の
信
仰
、
宗
教
上
ま
た
は
政
治
上
の
見
解
を
理
由
と
し
て
、
不
利
益
を
受
け
、
ま
た
は
優
遇
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
」
と
規
定
す
る
基
本
法
三
条
三
項
に
、
「
何
人
も
、
そ
の
障
害
を
理
由
と
し
て
不
利
益
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
文
言

の
第
二
文
が
挿
入
さ
れ
た
。
こ
の
条
項
は
、
障
害
者
の
「
不
利
益
処
遇
禁
止
（
回

g
R
E
o
－zmgm∞
g
号
。
円
）
」
（
あ
る
い
は
「
差
別
禁
止

（口広
E
B
E
R
g
m∞〈
O

号
♀
）
」
）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
条
項
が
一
九
九
四
年
に
基
本
法
に
導
入
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
一

O
年
以
上
が
経

過
し
て
お
り
、
こ
の
条
項
の
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
る
学
説
も
着
実
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
ド
イ
ツ
の
諸
学
説
が
新
た
に

導
入
さ
れ
た
基
本
法
三
条
三
項
二
文
か
ら
い
か
な
る
規
範
的
内
容
を
導
出
し
て
い
る
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
以
下

に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
諸
学
説
が
展
開
し
て
い
る
解
釈
論
の
検
討
を
試
み
る
さ
一
）
が
、
そ
の
前
に
、
学
説
を
理
解
す
る
た
め
の
準

備
作
業
と
し
て
、
制
定
過
程
に
お
い
て
こ
の
条
項
が
ど
の
よ
う
な
規
範
的
内
容
を
有
す
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ

と
を
確
認
す
る
（
二
）
。
本
稿
が
ド
イ
ツ
の
諸
学
説
を
考
察
し
た
結
果
と
し
て
明
ら
か
に
し
得
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
諸
学
説
が
、
既

存
の
基
本
権
ド
グ
マ

I
テ
ィ
ク
を
巧
み
に
駆
使
し
て
、
制
定
過
程
に
お
い
て
こ
の
条
項
に
も
と
も
と
期
待
さ
れ
て
い
た
役
割
を
は
る

か
に
越
え
る
役
割
を
こ
の
条
項
に
演
じ
き
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
、
と
い
う
極
め
て
単
純
な
事
柄
で
あ
る
。

回
。
回
一
戸
∞
・
凶
H
A
H
A
叫・

20う
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規
制
目
標
と
規
制
手
段
の
訴
離
？

ザ
ッ
ク
ス
（
至
。
F
B－
∞
宮
町
田
）
は
、
新
た
に
挿
入
さ
れ
た
障
害
者
の
不
利
益
処
遇
禁
止
に
つ
い
て
い
ち
早
く
解
釈
論
を
展
開
し
た

一
九
九
六
年
の
論
文
の
中
で
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
に
お
け
る
「
規
制
目
標
と
規
制
手
段
の
著
し
い
議
離
」
を
指
摘
し
て
い
る
。

ザ
ッ
ク
ス
に
よ
る
と
、
制
定
過
程
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
「
規
制
目
標
」
は
、
主
と
し
て
、
①
障
害
者
に

と
っ
て
よ
り
良
い
生
活
条
件
、
と
く
に
あ
ら
ゆ
る
生
活
領
域
に
お
い
て
広
範
囲
な
統
合
と
平
等
な
参
加
可
能
性
を
創
出
す
る
こ
と
、

さ
ら
に
、
②
他
の
私
人
に
よ
る
差
別
を
除
去
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
目
標
に
は
、
「
公
権
力
の
保
護
義
務
お
よ
び
促
進
義
務
」

（
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
障
害
者
の
社
会
的
基
本
権
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
。
）
が
適
合
的
で
あ
る
。
第
二
の
目
標
は
、
詳
細

か
つ
具
体
的
な
反
差
別
立
法
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
規
制
手
段
」
と
し
て
選
択
さ
れ
た
不
利
益
処
遇

禁
止
は
、
そ
の
直
接
的
な
規
制
内
容
の
点
か
ら
す
る
と
こ
の
二
つ
の
目
標
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
、
基
本
権
は
国
家
権

力
を
名
宛
人
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
私
人
を
義
務
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
差
別
禁
止
に
よ
っ
て
国
家
は
、
促
進
活
動
を

義
務
付
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
活
動
に
お
い
て
障
害
者
に
不
利
益
を
与
え
な
い
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

規
制
モ
デ
ル
と
し
て
基
礎
に
お
か
れ
た
基
本
法
一
二
条
三
項
（
一
文
）
は
、
た
ん
な
る
法
的
平
等
の
創
出
に
限
定
さ
れ
、
実
際
上
の
差

別
に
も
対
処
す
る
に
は
適
合
的
で
は
な
い
憲
法
規
定
の
「
典
型
」
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
（
∞
－
－
E

R
）
。
そ
し
て
、
ザ
ッ
ク
ス
は
、

基
本
法
三
条
三
項
二
文
に
含
ま
れ
る
解
釈
問
題
を
検
討
し
た
上
で
、
結
論
と
し
て
、
「
憲
法
に
基
づ
い
て
障
害
者
の
生
活
条
件
お
よ

び
統
合
可
能
性
の
改
善
に
対
し
て
推
進
力
を
与
え
る
」
と
い
う
目
標
に
と
っ
て
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
は
「
お
そ
ら
く
考
え
ら
れ

得
る
最
悪
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
お
・
コ
凶
円
）

0

そ
れ
で
は
、
何
故
、
よ
り
に
も
よ
っ
て
「
お
そ
ら
く
考
え
ら
れ
得
る
最
悪
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。



そ
も
そ
も
基
本
法
三
条
三
項
二
文
は
「
お
そ
ら
く
考
え
ら
れ
得
る
最
悪
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
評
価
す
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

右
の
観
点
を
も
踏
ま
え
つ
つ
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
制
定
過
程
を
検
討
し
、
制
定
過
程
に
お
い
て
こ
の
条
項
が
ど
の
よ
う
な
規

範
的
内
容
を
有
す
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

2 

ヘ
ル
デ
ゲ
ン
の
意
見
書

ドイツ基本法における「障害者の不利益処遇禁止」の解釈論（岡田俊幸）

（一）

現
行
の
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
導
入
に
至
る
道
は
、
統
一
条
約
五
条
の
委
託
を
受
け
て
「
ド
イ
ツ
統
一
に
関
連
し
て
提
起

さ
れ
る
基
本
法
の
改
正
ま
た
は
補
充
の
問
題
」
を
審
議
す
る
た
め
に
一
九
九
二
年
一
月
一
六
日
に
設
置
さ
れ
た
連
邦
議
会
・
連
邦
参

議
院
合
同
憲
法
委
員
会
の
審
議
か
ら
始
ま
る
。
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
（
S
P
D
）
は
、
合
同
憲
法
委
員
会
に
お
い
て
、
基
本
法
三
条

三
項
に
、
「
何
人
も
、
そ
の
障
害
を
理
由
と
し
て
不
利
益
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
文
言
の
第
二
文
（
現
行
の
基
本
法
三
条

三
項
二
文
と
同
じ
で
あ
る
。
）
を
補
充
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
合
同
憲
法
委
員
会
は
、
こ
の

S
P
D
案
に
つ
い
て
、
一
九
九
三
年
六

月
一
七
日
の
第
二
四
回
会
議
で
審
議
し
、
採
決
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

S
P
D
案
は
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
／
社
会
同
盟

（C
D
U／
C
S
U
）
お
よ
び
自
由
民
主
党
（
F
D
P
）
が
こ
れ
に
反
対
し
た
た
め
、
賛
成
三

O
票
、
反
対
二
二
票
、
棄
権
二
票
で
必

要
な
三
分
の
二
の
多
数
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
連
邦
議
会
お
よ
び
連
邦
参
議
院
は
、
合
同
憲
法
委
員
会
最

終
報
告
書
（
一
九
九
三
年
二
月
五
日
付
け
）
を
受
け
て
基
本
法
改
正
の
審
議
に
入
っ
た
。

s
p
D
は
、
合
同
憲
法
委
員
会
に
お
い
て

三
分
の
二
の
多
数
を
獲
得
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
同
党
の
基
本
法
改
正
案
を
改
め
て
連
邦
議
会
に
提
出
し
た
が
、
こ
の
中
に
は

基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
補
充
も
含
ま
れ
て
い
た
。
障
害
者
団
体
な
ど
の
強
い
要
請
も
あ
っ
て
、
議
会
に
お
け
る
審
議
の
過
程
に
お

い
て
、
当
初
は
反
対
し
て
い
た

C
D
U
／
C
S
U
と
F
D
P
が
賛
成
へ
と
方
向
展
開
し
た
。
連
邦
議
会
は
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文

を
含
む
改
正
案
を
一
九
九
四
年
九
月
六
日
に
可
決
し
、
連
邦
参
議
院
は
、
一
九
九
四
年
九
月
二
六
日
、
こ
れ
に
同
意
し
た
。
こ
う
し

て
障
害
者
の
不
利
益
処
遇
禁
止
は
、
当
初
の

S
P
D
案
に
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
三
条
三
項
二
文
と
し
て
基
本
法
に
挿
入
さ

207 
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現
行
の
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
文
言
は
、

s
p
D
が
合
同
憲
法
委
員
会
に
提
出
し
た
案
と
同
一
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

S
P
D
が

制
定
過
程
に
お
い
て
こ
の
条
項
を
ど
の
よ
う
な
規
範
的
内
容
を
有
す
る
も
の
と
し
て
構
想
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
合
同
憲
法
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
S
P
D
案
は
、
連
邦
議
会
の
委
託
を
受
け
て
ボ
ン
大
学
教
授
ヘ
ル
デ
ゲ
ン
（
宮
皇
E
g

zoaomg）
が
作
成
し
た
意
見
書
を
基
礎
と
し
て
お
り
、

s
p
D
案
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
以
下
、
ヘ
ル
デ
ゲ
ン
の
意
見
書
の
骨
子
を
叙
述
し
て
お
き
た
い
。

慶臆の法律学

ヘ
ル
デ
ゲ
ン
の
意
見
書
を
検
討
す
る

（二）

ヘ
ル
デ
ゲ
ン
は
、
こ
の
意
見
書
に
お
い
て
、
障
害
者
の
「
願
望
」
に
立
法
技
術
的
に
い
か
な
る
法
形
式
で
対
応
す
る
の
が
も

っ
と
も
適
切
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
、
結
論
と
し
て
、
障
害
者
の
た
め
の
特
別
の
差
別
禁
止
を
独
立
の
条
項
と
し
て
（
基
本
法
三
条

四
項
に
）
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

ヘ
ル
デ
ゲ
ン
は
、
障
害
者
の
た
め
の
憲
法
改
正
の
是
非
も
、
法
律
に
お
い
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
憲
法
に
お
い
て
一
定
の
利
益
を

明
文
化
す
る
「
必
要
」
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
従
来
の
立
法
に
お
い
て
十
分
に
定
着
し
て
い
る
コ
ン

セ
ン
サ
ス
の
た
ん
な
る
「
批
准
」
で
は
憲
法
改
正
を
正
当
化
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
（
∞
・
区
吋
）
上
で
、
障
害
者
の
「
願
望
」
を

次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

ヘ
ル
デ
ゲ
ン
に
よ
る
と
、
障
害
者
の
法
的
地
位
に
関
す
る
基
本
法
改
正
の
要
求
の
背
後
に
あ
る
「
願
望
」
は
、
「
社
会
法
上
の
給

付
の
意
味
に
お
け
る
実
体
的
援
助
水
準
を
憲
法
上
防
護
し
、
ま
た
は
高
め
る
こ
と
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
「
国
の
施
設
」

や
「
社
会
的
領
域
」
に
お
け
る
障
害
を
も
っ
人
々
の
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
「
願
望
」
が
決
定
的
で
あ
る
。
「
社
会
的
領
域
」

に
お
け
る
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
「
願
望
」
は
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
地
方
裁
判
所
の
「
障
害
者
判
決
」
（
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
後

述
す
る
。
）
に
対
す
る
反
響
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
「
国
の
施
設
」

へ
の
障
害
者
の
ア
ク
セ
ス
も
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
の

「
願
望
」
に
属
す
る
。
例
え
ば
、
障
害
者
の
た
め
の
特
別
施
設
の
提
供
と
「
国
の
通
常
の
」
施
設
（
普
通
学
校
な
ど
）
に
通
学
す
る
希



望
と
が
衝
突
し
た
場
合
に
一
定
の
対
立
関
係
が
生
じ
る
。
こ
う
し
た
対
立
関
係
は
、
個
別
事
案
の
処
理
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
て
、
憲
法
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
願
望
」
を
憲
法

上
承
認
す
る
こ
と
は
、
困
難
な
衡
量
状
況
に
お
い
て
、
通
常
施
設
へ
の
受
け
入
れ
に
有
利
に
バ
ラ
ン
ス
を
移
動
さ
せ
る
も
の
で
あ
る

（∞－
M
h
コ）。

こ
の
よ
、
つ
に
、

ヘ
ル
デ
ゲ
ン
は
、
障
害
者
が
基
本
法
改
正
に
求
め
て
い
る
「
願
望
」
を
、
他
の
利
益
と
の
衡
量
に
際
し
て
障
害
者

ドイツ基本法における「障害者の不利益処遇禁止」の解釈論（岡田俊幸）

の
利
益
が
従
来
よ
り
も
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
見
出
し
て
い
る
。
障
害
者
の
「
願
望
」
の
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
ザ
ッ

ク
ス
の
捉
え
方
と
比
べ
る
と
非
常
に
控
え
め
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
「
社
会
的
現
実
の
変
革
お
よ
び
私
法
秩
序
へ
の

へ
の
期
待
」
が
過
大
に
な
る
こ
と
を
警
戒
す
る
ヘ
ル
デ
ゲ
ン
の
立
場
（
∞
－
M
さ）

影
響
に
関
す
る
憲
法
の
能
力
（
円

2
E呂
田
容
年
一
色
）

と
も
関
係
し
て
い
る
。

ヘ
ル
デ
ゲ
ン
は
憲
法
の
「
ア
ピ
ー
ル
機
能
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
さ
に
「
障
害
を
も
っ
人
に
対
す
る
共
同
体
の
特
別
の

責
任
に
関
す
る
条
項
」
は
、
そ
の
「
ア
ピ
ー
ル
機
能
」
に
お
い
て
も
、
「
具
体
的
な
国
家
措
置
に
対
す
る
過
度
の
期
待
と
結
び
付
か

な
い
限
り
で
、
障
害
者
の
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
、
さ
ら
に
『
社
会
的
』
意
識
の
敏
感
さ
を
高
め
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で

ま
た
、

き
る
」
（
∞
・
ぼ
∞
）
。

そ
れ
で
は
、
障
害
者
の
「
願
望
」
に
応
え
る
た
め
に
い
か
な
る
法
形
式
を
採
用
す
べ
き
か
。
ヘ
ル
デ
ゲ
ン
は
、
ま
ず
、
特
別

の
「
差
別
禁
止
」
を
検
討
す
る
。
「
差
別
禁
止
」
の
具
体
例
は
、
ド
イ
ツ
統
一
後
に
制
定
さ
れ
た
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
憲
法
二
一

条
二
項
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
何
人
も
、
そ
の
人
種
、
生
ま
れ
、
国
籍
、
言
語
、
性
別
、
性
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
社
会
的
出
自

（ヨ
ま
た
は
地
位
、
障
害
、
宗
教
上
、
世
界
観
上
ま
た
は
政
治
上
の
確
信
を
理
由
と
し
て
不
利
益
を
受
け
、
ま
た
は
優
遇
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
憲
法
二
一
条
二
項
を
模
範
と
し
て
基
本
法
三
条
三
項
を
改
正
す
る
と
、
「
何
人

も
、
そ
の
性
別
、
生
ま
れ
、
人
種
、
言
語
、
故
郷
お
よ
び
家
柄
、
そ
の
信
仰
、
宗
教
上
も
し
く
は
政
治
上
の
見
解
、
ま
た
は
精
神
的

209 
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も
し
く
は
身
体
的
障
害
を
理
由
と
し
て
、
不
利
益
を
受
け
、
ま
た
は
優
遇
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
条
文
に
な
る
。

ゲ
ン
は
、
こ
の
条
文
を
前
提
と
し
て
「
特
別
の
差
別
禁
止
の
意
義
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
第
一
に
、
こ
の
よ
う
な
特
別
の
差

別
禁
止
に
よ
っ
て
、
不
平
等
取
扱
い
を
正
当
化
す
る
基
準
が
一
般
平
等
原
則
よ
り
も
厳
格
化
さ
れ
る
。
基
本
法
三
条
一
項
の
一
般
平

等
原
則
の
枠
内
に
お
い
て
は
、
不
平
等
取
扱
い
が
相
応
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
「
事
柄
に
即
し
て
理
解
の
で
き
る
根
拠
」
あ
れ
ば
そ
れ

で
十
分
で
あ
る
が
、
「
特
別
の
差
別
禁
止
」
が
導
入
さ
れ
る
と
、
公
権
力
の
措
置
は
、
原
則
と
し
て
、
障
害
を
法
的
な
不
平
等
取
扱

い
の
根
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
不
平
等
取
扱
い
は
、
障
害
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
問
題
を
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解
決
す
る
た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
許
さ
れ
る
お
・
ほ
色
。
第
二
に
、
特
別
の
差
別
禁
止
に
よ
っ
て
、

憲
法
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
「
実
体
的
価
値
決
定
」
が
特
別
に
表
現
さ
れ
る
。
憲
法
ラ
ン
ク
の
利
益
と
し
て
明
文
で
承
認
さ
れ
た
こ
と

は
、
国
家
と
市
民
と
の
関
係
に
と
ど
ま
ら
な
い
意
味
を
有
す
る
。
基
本
権
は
、
価
値
秩
序
と
し
て
、
私
法
秩
序
に
作
用
し
、
と
く
に

民
法
の
一
般
条
項
の
解
釈
お
よ
び
適
用
を
制
御
す
る
（
「
基
本
権
の
照
射
効
」
）
。
基
本
法
三
条
三
項
の
補
充
が
国
家
に
よ
る
侵
害
や
給

付
と
い
う
場
面
以
外
に
も
障
害
者
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
法
現
実
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
は
、
「
基

本
権
の
照
射
効
」
と
結
び
付
い
て
い
る
お
・
ば
ふ
内
）
。
第
三
に
、
特
別
の
差
別
禁
止
は
、
「
社
会
に
お
け
る
憲
法
上
の
評
価
行
為
」
と

し
て
障
害
者
の
利
益
に
対
す
る
意
識
を
敏
感
に
し
、
統
合
促
進
的
に
働
き
得
る
（
∞
・
ば
∞
）
。

し
か
し
他
方
で
、
「
障
害
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
基
本
法
三
条
三
項
へ
の
補
充
で
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
優
遇
ま
で
も
厳

格
な
正
当
化
基
準
の
適
用
を
受
け
る
と
い
う
「
蹴
齢
」
が
生
ま
れ
る
。
そ
こ
で
、

ヘ
ル
デ
ゲ
ン
は
、
障
害
者
の
属
性
を
基
本
法
三
条

三
項
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
区
別
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
追
加
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
「
蹴
踊
」
を
、
障
害
者
の
た
め
の
独
立
の
条
項
を
基

本
法
三
条
四
項
に
新
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
避
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

ヘ
ル
デ
ゲ
ン
の
提
案
す
る
基
本
法
三
条
四
項
は
、
「
障

害
を
理
由
と
す
る
不
平
等
取
扱
い
は
、
社
会
的
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
し
、
不
利
益
の
補
整
に
役
立
ち
、
ま
た
は
必
要
な
実

際
的
能
力
に
関
連
し
て
い
る
場
合
に
の
み
、
許
さ
れ
る
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ヘ
ル
デ
ゲ
ン
に
よ
る
と
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て



障
害
者
に
対
す
る
特
別
の
責
任
が
憲
法
上
の
価
値
決
断
に
お
い
て
明
確
に
表
現
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
規
定
は
、
政
治
的
諸
機
関
の

形
成
の
余
地
を
杜
会
国
家
原
理
を
越
え
て
制
限
す
る
よ
う
な
「
国
の
給
付
義
務
」
と
結
び
付
く
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
規

定
は
、
公
権
力
に
の
み
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
実
体
的
価
値
決
定
と
し
て
、
「
間
接
的
な
第
三
者
効
力
」
の
枠
内
で
、
私

法
関
係
に
お
け
る
「
差
別
の
行
き
過
ぎ
」
の
修
正
を
可
能
に
す
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
ヘ
ル
デ
ゲ
ン
は
、
特
別
の
差
別
禁
止
を
基
本

ドイツ基本法における「障害者の不利益処遇禁止」の解釈論（岡田俊幸）

法
三
条
四
項
に
新
設
す
る
こ
と
が
立
法
技
術
的
に
適
切
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
（
∞
・
以
。
）
。

四
つ
ぎ
に
ヘ
ル
デ
ゲ
ン
は
、
「
障
害
を
も
っ
人
に
対
し
て
、
共
同
体
の
他
の
構
成
員
の
生
活
関
係
と
同
等
の
、
法
的
お
よ
び
社

会
的
地
位
の
た
め
の
諸
条
件
が
創
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
よ
う
な
文
言
に
よ
る
「
基
本
権
上
の
平
等
命
令

（m
gロ号。。
E
E
M
g
c
－oEMV呂
田
関
与
。
件
）
」
の
採
用
の
可
能
性
を
検
討
す
る
が
、
結
論
と
し
て
、
そ
の
採
用
に
は
否
定
的
で
あ
る
。

デ
ゲ
ン
に
よ
る
と
、
「
基
本
法
上
の
平
等
命
令
」
の
意
義
は
、
「
公
権
力
に
向
け
た
、
障
害
を
も
っ
人
の
援
助
に
つ
い
て
の
法
的
に
拘

A. 

lレ

束
力
の
あ
る
委
託
と
、
こ
の
義
務
に
対
応
し
た
基
本
権
的
請
求
権
」
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
立
法
者
の
自
由
と
執
行
権
の
形

成
の
余
地
を
社
会
国
家
原
理
へ
の
拘
束
を
上
回
っ
て
著
し
く
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
次
元
の
給
付
権
は
、
連
邦
レ
ヴ

ェ
ル
に
お
け
る
従
来
の
法
シ
ス
テ
ム
と
は
異
質
で
あ
る
（
∞
－

N
3）
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
種
の
給
付
権
に
つ
い
て
、
基
本
法
へ
の
社
会

的
基
本
権
の
導
入
を
め
ぐ
る
議
論
の
枠
組
み
で
検
討
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
多
く
の
学
説
は
、
「
立
法
者
の
形
成
の
自
由
を
あ
ま

り
に
も
強
力
に
束
縛
す
る
と
い
う
問
題
」
が
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
「
基
本
権
規
定
に
よ
っ
て
履
行
す
る
こ
と
の
困
難
な
期
待
を
惹

起
す
る
と
い
う
危
険
」
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
基
本
法
へ
の
社
会
的
基
本
権
の
導
入
に
消
極
的
で
あ
る
（
∞
－

M
E
）。

固
さ
ら
に
ヘ
ル
デ
ゲ
ン
は
、
主
観
法
的
要
素
を
排
除
し
、
「
平
等
命
令
」
を
「
立
法
者
に
対
す
る
客
観
的
委
託
」
（
「
立
法
委
託

5
2
2
N
m
s
g
m
m
g寄
お
）
」
）
と
し
て
構
成
す
る
可
能
性
を
検
討
す
る
（
例
え
ば
、
「
立
法
者
は
、
身
体
的
、
精
神
的
ま
た
は
情
緒
的
障
害
と

結
び
付
い
た
不
利
益
を
補
整
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
条
文
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
）
。
し
か
し
、

ヘ
ル
デ
ゲ
ン
は
、
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①
立
法
者
に
対
す
る
委
託
に
具
体
性
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
規
定
は
国
家
目
標
規
定
に
接
近
す
る
こ
と
、
②
十
分
に
明
確
な
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輪
郭
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
に
法
的
不
安
定
を
も
た
ら
す
こ
と
、
③
そ
の
客
観
法
的
性
格
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
法
委
託
は
、
た
と

え
基
本
権
部
分
の
外
部
に
置
い
た
と
し
て
も
、
給
付
基
本
権
と
同
じ
よ
う
な
期
待
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
、
④
立
法
委
託
が
社
会
国
家

原
理
を
越
え
て
障
害
者
の
法
的
地
位
の
改
善
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
立
法
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委
託
」
に
も
否
定
的
な
立
場
を
表
明
し
て
い
る
お
・

N
E
）。

同
最
後
に
、
ヘ
ル
デ
ゲ
ン
は
、
「
国
家
共
同
体
は
、
障
害
を
も
っ
人
に
対
す
る
特
別
の
責
任
を
表
明
す
る
。
」
と
い
う
文
言
に
よ

る
「
国
家
目
標
規
定
（
∞

g
g
E
Z
3
5
5招
）
」
の
導
入
を
検
討
す
る
。
国
家
目
標
規
定
は
、
「
社
会
国
家
原
理
」
を
補
充
す
る
も
の

で
あ
り
、
立
法
者
の
み
な
ら
ず
、
一
二
権
す
べ
て
を
拘
束
す
る
。
ヘ
ル
デ
ゲ
ン
に
よ
る
と
、
障
害
者
の
た
め
の
国
家
目
標
規
定
は
、
そ

の
「
ア
ピ
ー
ル
効
果
」
の
点
で
優
れ
て
い
る
。
障
害
者
に
対
す
る
共
同
体
の
責
任
に
つ
い
て
の
明
文
上
の
表
明
は
、
「
社
会
に
お
け

る
連
帯
意
識
を
強
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
障
害
者
の
統
合
に
対
し
て
一
定
の
寄
与
を
果
た
す
」
。
ま
た
、
国
家
目
標
規
定
に
よ
っ
て

障
害
者
の
利
益
は
明
文
上
憲
法
ラ
ン
ク
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
憲
法
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
こ
う
し
た
格
上
げ
に
よ
っ
て
、
他

の
利
益
（
基
本
法
一
二
条
に
基
づ
く
雇
用
者
の
基
本
権
や
障
害
を
も
っ
児
童
・
生
徒
が
通
学
す
る
学
校
に
お
け
る
健
常
児
の
発
達
）
と
の
衡

量
に
お
い
て
、
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
願
望
が
一
般
的
な
社
会
国
家
原
理
に
よ
る
場
合
よ
り
も
い
く
ら
か
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
そ
れ
故
、
衡
量
が
障
害
者
に
と
っ
て
有
利
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
国
家
目
標
規

定
」
は
、
「
差
別
禁
止
」
に
お
け
る
障
害
者
の
利
益
の
承
認
と
比
べ
て
も
遜
色
の
な
い
働
き
を
す
る
。
ヘ
ル
デ
ゲ
ン
は
、
障
害
者
の

た
め
の
「
国
家
目
標
規
定
」
の
導
入
の
是
非
は
、
「
社
会
国
家
原
理
」
を
「
労
働
」
、
「
住
居
」
、
「
社
会
保
障
」
、
「
教
育
」
、
「
文
化
」

な
ど
の
個
別
の
国
家
目
標
規
定
の
形
式
で
具
体
化
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
社
会
的
国
家
目
標
規
定
の
導
入
を
め
ぐ
る
議
論
の
文
脈

で
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
∞
・
以
N

）。



3 

各
政
党
の
見
解

付
こ
の
よ
う
に
ヘ
ル
デ
ゲ
ン
は
、
種
々
の
選
択
肢
を
慎
重
に
検
討
し
た
上
で
、
「
障
害
者
の
た
め
の
特
別
の
差
別
禁
止
」
を
基

本
法
三
項
四
項
に
新
設
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
デ
ゲ
ン
の
意
見
書
を
踏
ま
え
る
と
、

S
P
D
が
「
不
利
益
処
遇
禁

止
」
と
い
う
定
式
を
基
本
法
三
条
三
項
二
文
に
挿
入
し
よ
う
と
し
た
の
は
意
識
的
な
決
断
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
以
下
に
お
い

ドイツ基本法における「障害者の不利益処遇禁止Jの解釈論（岡田俊幸）

て
は
、
公
式
の
文
書
（
S
P
D
が
連
邦
議
会
に
提
出
し
た
基
本
法
改
正
案
の
提
案
理
由
お
よ
び
連
邦
議
会
法
務
委
員
会
決
議
勧
告
・
報
告
書
）

を
手
が
か
り
と
し
て
、

s
p
D
が
基
本
法
三
条
三
項
二
文
に
ど
の
よ
う
な
規
範
的
内
容
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
。

s
p
D
は
、
不
利
益
処
遇
禁
止
は
「
法
と
社
会
に
お
け
る
障
害
を
も
っ
人
の
地
位
の
強
化
」
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

よ
っ
て
法
的
お
よ
び
事
実
上
の
不
利
益
が
一
挙
に
（
g
r
E
S
∞各

Em）
排
除
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
認
識
を
前
提
と
す
る
。

s
p
D
に
よ
る
と
、
ま
ず
、
「
こ
の
規
定
は
、
基
本
法
三
条
一
項
の
一
般
平
等
原
則
を
強
化
す
る
。
障
害
は
、
原
則
と
し
て
｜
｜

三
項
に
列
挙
さ
れ
た
他
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
同
様
に
｜
｜
法
的
な
不
平
等
取
扱
い
の
た
め
の
結
合
点
と
し
て
援
用
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
：
：
：
他
方
で
、
区
別
を
行
う
措
置
は
、
そ
の
性
質
上
障
害
者
に
お
い
て
の
み
発
生
し
得
る
問
題
の
解
決
の
た
め
に
ど
う
し
て
も

必
要
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
許
容
さ
れ
得
る
」
。
こ
の
点
は
、
「
差
別
禁
止
は
、
防
禦
基
本
権
と
し
て
行
政
と
裁
判
を
直
接
的
に
拘
束

す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
立
法
者
自
身
も
義
務
付
け
る
。
障
害
者
の
行
為
・
発
達
の
可
能
性
に
対
す
る
法
的
制
限
は
、
障
害
に
起

因
す
る
特
殊
性
を
考
慮
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
場
合
に
は
じ
め
て
許
容
さ
れ
る
。
」
と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
不
利
益
処
遇
禁
止
は
、
「
基
本
権
で
あ
る
と
同
時
に
、
客
観
的
な
価
値
決
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
立
法
者
、
執
行
権
お

よ
び
裁
判
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
不
利
益
処
遇
の
禁
止
は
、
私
人
間
の
法
的
関
係
に
一
定
の
照
射
効
を
発
揮
す

る
」
。
「
一
般
的
行
為
自
由
や
私
的
自
治
は
著
し
く
差
別
的
な
行
為
を
正
当
化
す
る
た
め
に
将
来
は
も
は
や
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い」。
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な
お
、

S
P
D
は
、
「
今
後
と
も
必
要
で
あ
る
社
会
に
お
け
る
意
識
変
革
に
対
す
る
シ
グ
ナ
ル
効
果
」
も
指
摘
し
て
い
る
。
「
特
別



の
差
別
禁
止
は
、
公
共
に
お
け
る
明
確
な
シ
グ
ナ
ル
で
あ
り
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
住
民
の
中
の
意
識
変
革
に
対
し
て
重
大
な
刺
激
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公法 I

を
与
え
る
。
た
し
か
に
こ
の
憲
法
補
充
は
、
偏
見
、

レ
ッ
テ
ル
張
り
お
よ
び
接
触
の
回
避
と
い
っ
た
形
の
日
常
生
活
に
お
け
る
差
別

慶醸の法律学

を
直
接
的
に
は
何
ら
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
憲
法
上
の
評
価
行
為
と
し
て
、
こ
の
憲
法
補
充
は
、
社
会
に
お

い
て
障
害
を
も
っ
人
の
利
害
に
対
す
る
意
識
が
敏
感
に
な
る
こ
と
に
寄
与
し
、
今
ま
で
多
く
の
領
域
で
実
際
に
行
わ
れ
て
き
た
障
害

者
の
差
別
が
も
う
こ
れ
以
上
は
大
目
に
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
統
合
創

出
的
に
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
同
胞
の
共
同
生
活
の
基
礎
に
つ
い
て
の
指
針
を
与
え
る
憲
法
の
機
能
は
、
こ
こ
で
と
く
に
そ
の
効
果

を
発
揮
す
る
」
。

C
D
U
／

C
S
U
お
よ
び

F
D
P
は
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
挿
入
に
当
初
は
反
対
し
て
い
た
。

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

C
D
U
／

C
S
U
お
よ
び

F
D
P
は
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
規
範
的
内
容
を
棚
上
げ
に
し
て
、
基
本
法

（二）

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

改
正
の
「
ア
ピ
ー
ル
効
果
」
を
理
由
と
し
て
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
補
充
に
賛
成
し
た
こ
と
で
あ
る
。
法
務
委
員
会
の
報
告
書
に

よ
る
と
、

C
D
U
／

C
D
U
お
よ
び

F
D
P
に
所
属
す
る
委
員
は
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
補
充
に
賛
成
し
た
が
、
し
か
し
、

S

P
D
の
提
案
の
理
由
付
け
を
「
全
体
と
し
て
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
い
」
。
彼
ら
は
、
「
障
害
者
の
利
益
が
す
で
に
現
行
憲
法
に
よ

っ
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
ど
の
程
度
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
と
は
無
関
係
に
、
障
害
を
理
由
と
す

る
不
利
益
処
遇
の
特
別
の
禁
止
は
、
対
応
す
る
基
本
法
改
正
の
ア
ピ
ー
ル
効
果
だ
け
で
も
す
で
に
｜
｜
基
本
法
改
正
か
ら
生
じ
る

『
シ
グ
ナ
ル
効
果
』
を
考
慮
す
れ
ば
｜
｜
そ
れ
自
体
と
し
て
独
自
の
価
値
を
有
す
る
」
、
つ
ま
り
、
「
障
害
者
の
差
別
禁
止
を
憲
法
ラ

ン
ク
の
願
望
と
し
て
基
本
法
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
明
文
で
承
認
す
る
こ
と
は
、
社
会
に
お
け
る
、
障
害
者
の
願
望
に
対
す
る
意
識

を
敏
感
に
す
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
一
九
九
四
年
六
月
三

O
日
の
連
邦
議
会
第
二
三
八
会
議
に
お
い
て
も
、

C
D
U
／

C
S
U
の
連
邦
議
会
議
員
ヤ
l
ン
（

E
o
E各
〉
号

R
E
E）
は
、

C
D
U
／

C
S
U
は
障
害
者
が
不
利
益
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
こ

と
を
一
致
し
て
つ
ね
に
支
持
し
て
き
た
が
、
障
害
者
の
た
め
の
新
た
な
規
定
を
基
本
法
に
採
用
す
る
か
ど
う
か
は
「
ま
っ
た
く
別
の



問
題
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、

C
D
U
／

C
S
U
は
、
障
害
者
の
願
望
が
と
く
に
人
間
の
尊
厳
条
項
と
杜
会
国
家
原

理
を
通
し
て
す
で
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
も
う
一
度
明
文
で
書
き
込
む
こ
と
は
、
「
障
害
者

の
た
め
に
よ
り
多
く
の
こ
と
を
し
よ
う
と
い
う
社
会
に
対
す
る
シ
グ
ナ
ル
」
で
あ
る
の
で
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
補
充
に
賛
成

す
る
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

C
D
U
／

C
S
U
お
よ
び

F
D
P
は
、
「
ア
ピ
ー
ル
効
果
」
を
理
由
と
し
て
基
本
法

ドイツ基本法における「障害者の不利益処遇禁止Jの解釈論（岡田俊幸）

三
条
三
項
二
文
の
補
充
に
賛
成
し
た
の
で
あ
り
、
制
定
過
程
に
お
い
て
そ
の
規
範
的
内
容
に
つ
い
て
は
何
ら
の
見
解
も
表
明
し
な
か

っ
た
。

hd括

新
た
に
導
入
さ
れ
た
基
本
法
三
条
三
項
二
文
は
「
お
そ
ら
く
考
え
ら
れ
得
る
最
悪
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
も

4 
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
評
価
は
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
。

s
p
D
が
基
本
法
三
条
三
項
二
文
に
与
え
よ
う
と
し
た
規

範
的
内
容
は
、
「
防
禦
基
本
権
」
（
一
般
平
等
原
則
の
強
化
）
と
「
価
値
決
定
」
（
照
射
効
）
と
い
う
極
め
て
控
え
め
な
も
の
で
あ
り
、

こ
の
点
か
ら
は
「
不
利
益
処
遇
禁
止
」
ま
た
は
「
差
別
禁
止
」
と
い
う
法
形
式
は
適
合
的
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
2
）
h
b
．忌

R
～E
n
p
u
s
。
E
ロ島・
2
宮
内
庁
円
回

o
E
E
0
3
8
2∞
旨
A
－

M

〉
宮
・
凶

E
A
R
N
O
P
列
島
回
M
＼ま湖∞・

5hH
一
司
・
以
下
の
叙
述
に
お
い
て
、
こ
の
論
文

を
引
用
す
る
場
合
に
は
、
本
文
中
に
括
弧
書
で
頁
数
を
示
す
。

（
3
）
ベ
ア
オ
カ
ン
プ
も
、
「
規
制
目
標
と
規
制
手
段
の
希
離
」
と
い
う
ザ
ッ
ク
ス
の
診
断
を
肯
定
し
て
、
「
障
害
者
を
統
合
す
る
と
い
う
表
明
さ
れ
た

目
的
に
鑑
み
て
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
文
言
は
失
敗
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
お
ミ

F
E
S
S
N
Y
U自

国
各

EO号
お
E
ロ骨
2
宮
（
宝
・
凶
〉
宮
・
凶
∞

aNM
。。）

5
3
a
g雪
。
E
5
2
v
z。∞
g
t
F
u
g－－
M。。MW
∞
・
】
き
と
。
た
だ
、
本
文
三
で
見
る
よ
う

に
、
ベ
ア
オ
カ
ン
プ
は
、
こ
う
し
た
文
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
解
釈
に
よ
っ
て
基
本
法
三
条
三
項
二
文
か
ら
様
々
な
規
範
的
内
容
を
導
き
出
し
て
い
る
。

21ラ



市V【刊

K
o
m
m
i
s
s
i
o
n
s
d
r
u
c
k
s
a
c
h
e
 Nr. 67. 

G
e
m
e
i
n
s
a
m
e
 Verfassungskommission, Stenographischer Bericht, 24. Sitzung a

m
 17. 

Juni 
1993, S. 

2
 ff.

棋
11

 
g}Ifil4目

糟
~
~
士
時
撤
鰹
（
：
；
；

E
紳
士
主
’
匿
E
題
特
「
握
！
と
ム
ヤ
ト
e
噸
世
程
構
・

2域
柚
（

1
 )
 
J
吋
〈
世
告
訴
神

:rr:＋
＜
が
恵
駅
濯
臥

1
＜

網
感
114¥

車
（

1
 -R-R

＜
社
）

1
 1
 －＼］回~ト＼＇.－＇

嬰
令
J
ν
~
二
~
E
;
;
V
リ

iJ
 ＼＇.－＇当事~,C'>時

！
れ

J布
；
二
。

（寸）

(tr)) 
日叶担・引が桂川出e
脳出世

（泡）

（ト）

（∞） 

G
e
m
e
i
n
s
a
m
e
 Verfassungskommission, Stenographischer Bericht, 24. Sitzung a

m
 17. Juni 1993, S. 

23. 

B
T
-
D
r
u
c
k
s
a
c
h
e
 12/6232. 

~..YE;;Z話？脅さ~＇
Gunther Jurgens, D

i
e
 verfassungsrechtliche Stellung Behinderter nach A

n
d
e
r
u
n
g
 des Grundgesetzes, Z

侶
H
/
S
G
B
1995, 

Deutscher Bundestag, 238. Sitzung a
m
 30. 6. 

1994, in: 
Plenarprotokoll 12/238, S. 

21039. 

Matthias Herdegen, D
i
e
 A

u
 n
a
h
m
e
 besonderer Vorschriften zugunsten behinderter Personen in 

<las 
Grundgesetz, V

S
S
R
 1992, S. 

2
4
5
 ff. 

~
f
-
Q
屈
斜
己
~
ニ
ド
’
け
な
纏
わ
〈
今
年
J
~
H
f
炉
ト
~
~
.
Q
o
~

：！！＇
＃
わ
〈
モ
ト
~
将
器
棚
＼
＇
.
－
＇
出
掛

'\{di悔
い
。

S. 
3
5
4
 f
f
.
~
欄
や
＇
／

o

(
 0¥) 

(
 S)
 

さ
間
宮
Q
糟
纏
~

0
 ＿
；
い
当
’
匿
E
是
盛
時
「
握

1
ニ
ム
ヤ
ト
~
~
士
時
『
＃
剤
密

lifil-0係
国
難
曜
｛
世
』
会
i
-
Q
v
時
鰹
程

Lょ
の
ニ
ド
」
存
料
器
記
号
！

111111網
（＝） 1

 n)t> 
(
1
1
0
0
0
叶）

gr 111国
~
ト
会

Ji\総
監
。

B
T
-
D
r
u
c
k
s
a
c
h
e
 12/8165, S. 

29. 

B
T
-
D
r
u
c
k
s
a
c
h
e
 12/6323, S. 

12. 

B
T
-
D
r
u
c
k
s
a
c
h
e
 12/8165, S. 

29. 

B
T
-
D
r
u
c
k
s
a
c
h
e
 12/6323, S. 

12. 

B
T
-
D
r
u
c
k
s
a
c
h
e
 12/8165, S. 

29. 

B
T
-
D
r
u
c
k
s
a
c
h
e
 12/8165, S. 

29. 

B
1
二Drucksache

12/6323, S. 
12. 

B
T
-
D
r
u
c
k
s
a
c
h
e
 12/8165, S. 

29. 

Deutscher Bundestag, 238. Sit
却
n
g
a
m
 30. 6. 

1994, in: 
Plenarprotokoll 12/238, S. 

20949. 

（ロ）

（ロ）

（玄）

（
~
）
 

(
 

::£) 

（こ）

（
~
）
 

（
~
）
 

（日）



学
説
の
展
開

ドイツ基本法における「障害者の不利益処遇禁止」の解釈論（岡田俊幸）

主
観
的
防
禦
権
と
し
て
の
基
本
法
三
条
三
項
二
文

ハ
門
学
説
は
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
「
不
利
益
処
遇
禁
止
」
を
「
主
観
的
な
基
本
権
的
防
禦
権
」
あ
る
い
は
「
固
に
よ
る
不

利
益
処
遇
に
対
す
る
主
観
的
防
禦
権
」
で
あ
る
と
解
す
る
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
制
定
過
程
に
お
い
て
、

s
p
D
は、

基
本
法
三
条
三
項
二
文
は
「
基
本
権
」
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

C
D
U
／
C
D
U
お
よ
び

F
D

P
は
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
意
義
を
も
っ
ぱ
ら
そ
の
「
ア
ピ
ー
ル
効
果
」
に
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
制
定
過
程
に
お
け
る

政
党
間
の
こ
う
し
た
対
立
を
前
提
と
す
る
と
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
に
規
範
的
意
味
を
認
め
な
い
解
釈
も
あ
り
得
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
、
学
説
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
と
ら
な
い
。

口
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
不
利
益
処
遇
禁
止
を
基
本
権
と
解
し
た
場
合
、
そ
の
解
釈
論
上
の
帰
結
は
、
不
平
等
取
扱
い
の
正

当
化
の
た
め
の
要
求
が
基
本
法
三
条
一
項
の
一
般
平
等
原
則
と
比
べ
て
厳
格
化
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
「
障
害
者
の
不
利
益
処
遇
を
正

当
化
す
る
た
め
に
は
、
基
本
法
三
条
二
項
一
文
お
よ
び
三
条
三
項
一
文
に
つ
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
厳
格
な
要
件
を
充
足
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
。
多
く
の
学
説
は
、
基
本
法
三
条
三
項
一
文
の
差
別
禁
止
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
障
害
を
理
由
と
す
る
不
利
益
を

正
当
化
す
る
た
め
に
は
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
根
拠
」
が
必
要
で
あ
る
と
解
す
る
。

基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
私
人
間
効
力

基
本
法
三
条
三
項
二
文
が
「
客
観
的
な
価
値
決
定
」
と
し
て
「
私
法
上
の
法
関
係
に
対
す
る
照
射
効
」
（
い
わ
ゆ
る
「
第
三
者

効
力
」
）
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
、
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
新
し
い
不
利
益
処
遇
禁
止
は
、
す
で
に
従
来
も

2 （一）
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認
め
ら
れ
て
い
た
障
害
者
保
護
と
憲
法
ラ
ン
ク
の
対
立
す
る
利
害
（
例
え
ば
、
職
業
の
自
由
ま
た
は
私
的
自
治
）
と
の
間
の
憲
法
上
の
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衡
量
を
さ
ら
に
差
別
か
ら
の
保
護
に
有
利
な
方
向
に
異
動
さ
せ
る
」
と
か
、
「
民
事
法
上
も
必
要
な
相
互
の
配
慮
お
よ
び
寛
容
の
程

度
は
、
現
在
で
は
原
理
的
に
新
た
に
か
つ
異
な
っ
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な
ど
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
制
定
過
程
に
お
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い
て
も
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
地
方
裁
判
所
の
「
障
害
者
判
決
」
を
念
頭
に
お
い
て
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
「
照
射
効
」
へ
の
期
待

い
く
つ
か
の
判
決
を
手
が
か
り
と
し
て
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
が
民
事
法
上
の
事
案
の
解

が
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
き
た
。
以
下
、

決
に
い
か
な
る
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

（二）

一
九
八

O
年

ま
ず
、
「
旅
行
契
約
法
（
同
2
8
5
3
3
m
s
s
c
」
に
関
す
る
判
例
を
見
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
地
方
裁
判
所
は
、

一
一
月
二
五
日
の
「
障
害
者
判
決
」
に
お
い
て
、
二
五
名
の
重
度
障
害
者
の
グ
ル
ー
プ
と
同
じ
ホ
テ
ル
に
宿
泊
し
た
こ
と
が
旅
行
費
用

の
減
額
を
正
当
化
す
る
「
旅
行
の
暇
庇
（
同
2
8
5
8
m己
）
」
に
当
た
る
と
い
う
判
断
を
下
し
た
。
同
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
重
度
障
害
者
の
グ
ル
ー
プ
は
神
経
質
な
（

O
B
E
E
－RV
）
人
の
場
合
に
は
休
暇
の
享
受
の
侵
害
と
な
り
得
る
こ
と
は
明
ら
か
」
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
「
言
語
を
自
由
に
操
れ
ず
、
だ
れ
か
れ
と
な
く
不
規
則
な
周
期
で
獣
じ
み
た
叫
び
声
を
発
し
、

し
ば
し
ば
狂
燥
の
発
作
に
襲
わ
れ
る
容
姿
が
損
な
わ
れ
た
精
神
障
害
者
」
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
は
当
て
は
ま
る
。
通
常
の
日
常

生
活
へ
の
重
度
障
害
者
の
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
い
か
に
望
ま
し
い
こ
と
だ
と
し
て
も
、
旅
行
主
催
者
は
そ
れ
を
顧
客
に
強
い
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
「
こ
の
世
に
苦
悩
が
存
在
す
る
こ
と
」
を
変
え
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
が
、
「
原
告
が
少
な
く
と
も
休
暇
中
に
こ

れ
を
見
た
く
な
い
の
で
あ
れ
ば
」
、
そ
れ
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。
ま
た
、
フ
レ
ン
ス
ブ
ル
ク
区
裁
判
所
も
、

八
月
二
七
日
の
判
決
に
お
い
て
、
食
事
の
時
間
に
ホ
テ
ル
の
食
堂
に
お
い
て
「
通
常
の
仕
方
で
は
食
事
を
と
ら
な
い
」
障
害
者
を
不

可
避
的
に
目
に
す
る
こ
と
は
、
「
不
快
感
を
惹
起
し
、
人
間
の
苦
悩
の
可
能
性
を
異
例
に
強
烈
な
程
度
で
常
時
思
い
起
こ
さ
せ
る
」

一
九
九
二
年

も
の
で
あ
っ
て
、
「
典
型
的
に
期
待
さ
れ
る
休
暇
の
販
売
」
に
は
属
さ
な
い
と
し
て
、
「
旅
行
の
暇
庇
」
に
当
た
る
と
判
断
し
た
。

右
の
諸
判
決
は
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
が
導
入
さ
れ
る
前
か
ら
学
説
に
よ
る
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
判
決
で
示
さ
れ
た
解
釈
は
、
「
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
明
文
の
価
値
決
定
」
に
照
ら
し
て
将
来
は
維
持
す
る
こ
と



は
で
き
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ク
レ

l
ヴ
ェ
区
裁
判
所
は
、

一
九
九
九
年
の
判
決
に
お
い
て
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
を
援
用

し
つ
つ
、
休
暇
先
の
ホ
テ
ル
に
お
い
て
障
害
者
と
居
合
わ
せ
た
こ
と
は
「
旅
行
の
暇
庇
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
判
断
し
た
。

一
九
九
八
年
一
月
八
日
ケ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
判
決
が
広
範
聞
の
議
論
を
誘
発

日
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
著
名
で
あ
る
。
本
件
の
事
案
は
、
七
人
の
精
神
障
害
者
が
生
活
し
て
い
る
居
住
施
設
に
隣
接
す
る
土
地
を

相
隣
法
（
Z
R
5
2
2
E）
に
関
し
て
は
、
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所
有
し
、
そ
の
土
地
に
建
て
ら
れ
た
二
戸
建
て
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
者
（
原
告
）
が
、
隣
接
地
で
生
活
す
る
障
害
者
の
「
発
声
形

態
」
に
よ
っ
て
自
己
の
土
地
の
利
用
が
害
さ
れ
た
と
し
て
、
隣
接
す
る
土
地
の
所
有
者
（
被
告
）
に
対
し
て
、
こ
の
土
地
か
ら
生
ず

一
O
O
四
条
一
項
）
を
提
起
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ア
l
ヘ
ン
地
方
裁
判

る
妨
害
の
差
止
め
を
求
め
る
訴
え
（
民
法
九
O
六
条
、

所
は
こ
の
訴
え
を
棄
却
し
た
が
、

ケ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
は
こ
の
訴
え
の
一
部
を
容
認
し
た
。

ケ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
民
法
九
O
六
条
一
項
に
お
け
る
「
侵
害
の
本
質
性
」
の
概
念
を
基
本
法
三
条
三
項
二
文
に
照
ら
し

て
解
釈
し
て
い
る
。
同
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
基
本
法
三
条
三
項
二
文
に
照
ら
し
て
、
そ
の
感
情
が
決
定
的
に
重
要

で
あ
る

『
思
慮
の
あ
る
平
均
人
』
に
対
し
て
、
障
害
を
も
っ
人
と
の
隣
人
関
係
上
の
共
同
生
活
に
お
い
て
、

一
段
高
い
寛
容
の
用
意

（0
5
0
0
岳

S
3
E
2
8
N
σ
2
2
2
E出
）
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
障
害
者
の
利
益
が
、
そ
の
隣
人
の
正

当
な
利
益
に
絶
対
的
に
優
位
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
：
：
：
寛
容
の
命
令
は
、
－
i
遅
く
と
も
｜
｜
要
求
の
不
可
能

性
が
始
ま
る
と
こ
ろ
で
終
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
、
ケ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
重
度
精
神
障
害
者
で
あ
る
施
設
居
住
者
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
企
図
が
隣
人
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
高
度
の
「
負
担
要
因
」
で
あ
り
、
隣
人
は
一
定
の
限
界
に
お
い
て
の
み
忍
容
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
結
論
付
け
た
。
ケ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
被
告
に
、

一
年
の
う
ち
四
月
一
日
か
ら
一

O
月
二
二
日
ま
で
は
適
切
な
措
置

に
よ
っ
て
、
被
告
の
土
地
の
上
で
宿
泊
す
る
精
神
障
害
者
に
よ
っ
て
「
叫
び
声
、
う
め
き
声
、
金
切
り
声
お
よ
び
そ
の
他
の
獣
じ
み

た
声
と
い
っ
た
騒
音
の
影
響
」
が
、
日
曜
日
お
よ
び
法
定
祭
日
に
お
い
て
は
一
二
時
三

O
分
以
降
、
水
曜
日
お
よ
び
土
曜
日
に
お
い

219 



て
は
一
五
時
三

O
分
以
降
、
そ
の
他
の
仕
事
日
に
お
い
て
は
一
八
時
三

O
分
以
降
は
、
原
告
の
土
地
へ
と
侵
入
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
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た
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ケ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
判
決
が
、
「
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
照
射
効
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
障
害
を
も
っ
人
に
対
す
る

「
一
段
高
い
寛
容
の
用
意
」
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
「
忍
受
義
務
」
を
具
体
化
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
た
こ
と
は
支
持
さ

れ
よ
う
。
問
題
は
、
個
別
の
事
案
に
お
け
る
「
受
忍
義
務
」
の
範
囲
の
線
引
き
で
あ
り
、
そ
の
際
に
障
害
者
の
利
益
が
十
分
に
考
慮

さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
な
お
、
ケ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
憲
法
異
議
の
訴
え
が
提

起
さ
れ
た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
訴
訟
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
こ
の
憲
法
異
議
を
受
理
し
な
か
っ

た。

最
後
に
、
「
賃
貸
借
法
」
の
分
野
に
か
か
わ
る
こ

0
0
0年
三
月
二
八
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
（
第
一
部
会
）
決
定

を
取
り
上
げ
る
。
本
件
憲
法
異
議
申
立
人
は
三
階
に
あ
る
住
居
の
使
用
賃
借
入
で
あ
る
。
こ
の
住
居
に
申
立
人
と
と
も
に
住
ん
で
い

る
共
同
生
活
者
（
円
。
宮
思
想
自

E
E）
が
横
断
麻
庫
の
た
め
車
椅
子
を
使
用
し
て
お
り
、
申
立
人
は
毎
日
階
段
部
屋
を
通
し
て
彼
女
を

持
ち
上
げ
て
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
使
用
賃
貸
人
に
対
し
て
、
申
立
人
の
費
用
で
階
段
リ
フ
ト
を
設
置
す
る
こ
と
（
撤
去

も
申
立
人
の
費
用
に
よ
る
。
）
に
つ
い
て
同
意
を
求
め
た
が
、
使
用
賃
貸
人
は
改
築
を
承
諾
し
な
か
っ
た
。
申
立
人
は
、
リ
フ
ト
設
置

の
同
意
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
が
、
敗
訴
に
終
わ
っ
た
。
本
件
憲
法
異
議
の
訴
え
は
、
控
訴
審
判
決
で
あ
る
一
九
九
九
年
七
月

一
二
日
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
判
決
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
の
判
決
が
基
本
法
一
四

四
条
一
項
一
文
に
基
づ
く
申
立
人
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
と
し
て
、
事
件
を
同
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
と
、
基
本
法
一
四
条
一
項
一
文
は
、
「
使
用
賃
貸
人
の
所
有
権
地
位
」
を
保
護
す
る
だ
け
で
は
な
い
。

「
賃
借
し
た
住
居
に
対
す
る
使
用
賃
借
入
の
占
有
権
」
も
、
「
基
本
法
一
四
条
一
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る
所
有
権
」
で
あ
る
。
「
基

本
法
一
四
条
一
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る
使
用
賃
借
人
の
権
利
」
が
、
「
共
同
生
活
者
に
住
居
へ
の
出
入
り
を
確
保
す
る
こ
と
」
に
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及
ぶ
場
合
で
あ
っ
て
も
、
使
用
賃
借
入
は
、
基
本
法
一
四
条
一
項
一
文
か
ら
原
則
と
し
て
、
階
段
部
屋
の
改
築
に
つ
い
て
同
意
を
求

め
る
権
利
ま
で
も
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
使
用
賃
借
入
に
と
っ
て
の
共
同
利
用
施
設
の
改
築
は
、
こ
れ
と
異
な
る
合
意
が
な

い
限
り
、
使
用
賃
貸
人
の
専
属
的
な
決
定
権
限
に
属
す
る
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
「
こ
の
こ
と
は
、
使
用
賃
借
入
ま
た

は
使
用
賃
借
入
が
そ
の
住
居
に
受
け
入
れ
る
権
利
を
有
す
る
者
に
と
っ
て
、
障
害
の
た
め
に
住
居
へ
の
出
入
り
が
著
し
く
困
難
で
あ

る
場
合
に
は
、
同
じ
よ
う
に
は
妥
当
し
な
い
」
と
し
た
。
「
こ
の
点
に
お
い
て
、
基
本
法
一
四
条
一
項
一
文
か
ら
生
じ
る
使
用
賃
借

入
の
利
用
権
の
内
容
お
よ
び
範
囲
を
規
定
す
る
に
際
し
て
は
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に

よ
る
と
、
何
人
も
、
そ
の
障
害
を
理
由
と
し
て
不
利
益
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
禁
止
は
、
基
本
権
で
あ
る
と
同
時
に
、
客
観

的
な
価
値
決
定
で
あ
る
。
：
：
：
憲
法
改
正
立
法
者
の
意
思
に
よ
る
と
、
障
害
者
の
不
利
益
処
遇
禁
止
は
、
客
観
的
な
価
値
秩
序
と
し

て
民
事
法
の
解
釈
に
も
流
入
す
る
。
そ
れ
故
、
基
本
法
一
四
条
一
項
一
文
か
ら
生
じ
る
使
用
賃
借
入
の
利
用
権
は
、
基
本
法
三
条
三

項
二
文
の
基
本
法
上
の
規
定
に
照
ら
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
、
た
と
え
障
害
を
も
っ
近
親
者
ま
た

は
共
同
生
活
者
が
使
用
賃
貸
借
契
約
の
当
事
者
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
基
本
決
定
に
よ
っ
て
も
形
成
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
民
事

裁
判
所
は
、
使
用
賃
貸
人
の
下
し
た
決
定
を
民
法
二
四
二
条
の
枠
内
に
お
い
て
審
査
す
る
に
際
し
て
、
階
段
部
屋
を
現
状
の
ま
ま
維

持
す
る
と
い
う
所
有
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
使
用
賃
貸
人
の
利
益
と
障
害
者
に
と
っ
て
適
合
的
に
利
用
す
る
と
い
う
使
用
賃
借
人

の
同
じ
く
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
利
益
と
を
衡
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
そ
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
地
方
裁
判
所

は
、
「
使
用
賃
貸
人
の
拒
否
の
決
定
を
も
っ
ぱ
ら
権
利
濫
用
の
禁
止
（
民
法
二
二
六
条
）
を
基
準
と
し
て
判
断
し
た
の
で
、
民
法
二
四

二
条
の
枠
内
に
お
け
る
異
な
る
利
益
の
こ
の
よ
う
な
衡
量
を
行
わ
な
か
っ
た
」
と
非
難
し
て
い
る
。
地
方
裁
判
所
は
、
使
用
賃
貸
人

が
拒
否
に
つ
い
て
何
ら
か
の
合
理
的
な
根
拠
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
け
で
拒
否
の
決
定
を
法
的
に
許
さ
れ
る
と
判
断
し
た

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
拠
が
個
別
の
事
案
に
お
い
て
有
す
る
重
要
性
や
使
用
賃
借
入
の
対
立
す
る
利
益
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
ま
っ

た
く
問
題
と
し
な
か
っ
た
。
「
こ
の
よ
う
な
狭
め
ら
れ
た
審
査
に
よ
っ
て
地
方
裁
判
所
は
、
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
、
個
別
事
案
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に
関
連
す
る
包
括
的
な
衡
量
と
い
う
憲
法
上
の
命
令
を
仕
損
じ
た
の
で
あ
る
」
。
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右
に
言
及
し
た
最
近
の
判
決
お
よ
び
決
定
を
見
る
限
り
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
に
示
さ
れ
た
「
基
本
法
の
価
値
決
定
」
は
、

「
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
不
断
に
民
事
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
始
め
て
い
る
」
と
い
う
評
価
も
間
違
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ

回

慶醸の法律学

、つ〆
O3 

基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
客
観
法
的
内
容

（－） 

制
定
過
程
に
お
い
て
は
、
障
害
を
も
っ
人
に
対
す
る
国
家
共
同
体
の
責
任
は
「
現
代
の
社
会
国
家
の
核
心
部
分
」
で
あ
り
、

「
基
本
法
二

O
条
一
項
に
お
い
て
保
障
さ
れ
た
社
会
国
家
原
理
を
通
し
て
憲
法
上
確
保
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
こ
の

責
任
が
不
利
益
処
遇
禁
止
に
よ
っ
て
「
減
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
こ
と
、
む
し
ろ
、
「
基
本
法
の
価
値
秩
序
と
し
て
、
不
利
益
処

遇
禁
止
は
、
基
本
権
的
自
由
お
よ
び
人
間
に
値
す
る
生
存
の
諸
前
提
を
保
障
し
、
障
害
を
も
っ
人
の
社
会
に
お
け
る
同
権
的
参
加
に

努
め
る
社
会
国
家
上
の
委
託
を
強
化
す
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
制
定
過
程
に
お
い
て
は
、
障
害
者
の
た
め
に
積

極
的
な
促
進
措
置
を
講
じ
る
活
動
を
国
に
義
務
付
け
る
と
い
う
積
極
的
側
面
は
基
本
法
二

O
条
一
項
の
「
社
会
国
家
原
理
」
の
守
備

範
囲
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
国
家
目
標
規
定
」
の
法
形
式
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
点
か
ら

も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
学
説
が
、
「
社
会
国
家
原
理
」
の
内
容
が
基
本
法
三
条
三
項
二
文
に
よ
っ
て
「
強

化
さ
れ
、
か
つ
補
充
さ
れ
る
」
と
解
す
る
の
は
正
当
で
あ
ろ
う
。

本
法
三
条
三
項
二
文
そ
れ
自
体
を
「
国
家
目
標
規
定
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
リ
ュ
フ
ナ
l

（君。－
f
g
m
E
P
R）
は
、
一

九
九
六
年
に
執
筆
し
た
注
釈
に
お
い
て
、
合
同
憲
法
委
員
会
最
終
報
告
書
の
参
照
を
指
示
し
な
が
ら
、
社
会
国
家
原
理
を
こ
の
領
域

で
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
国
家
目
標
規
定
が
「
意
図
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
」
と
指
摘
し
、
「
基
本
法
三
条
三
項
二
文
は
、
国

し
か
し
、

一
部
の
学
説
は
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
が
国
家
目
標
規
定
の
法
形
式
を
と
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基



家
目
標
規
定
と
し
て
、
従
来
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
、
と
く
に
障
害
者
の
編
入
を
目
的
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
規
範
に
憲
法
上
の
基
礎
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
説
い
て
い
る
。
ウ
ム
バ
ッ
ハ

6
5
0同
門
・
巴

B
Z
S）
も
、
二

O
O
二
年
に
出
版
さ
れ
た
注
釈
書
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ドイツ基本法における「障害者の不利益処遇禁止Jの解釈論（岡田俊幸）

一
方
に
お
い
て
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
定
式
は
三
条
二
項
二
文
や
六
条
五
項
と
は
異
な
る
も
の
で

あ
り
、
狭
義
に
お
け
る
立
法
者
の
「
客
観
法
上
の
保
護
義
務
」
を
根
拠
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
他
方
で
、
基
本
法
三
条

二
項
二
文
を
、
そ
の
文
言
に
忠
実
に
、
国
に
対
す
る
防
禦
基
本
権
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
「
憲
法
改
革
の
意
図
」
に
反
す
る
。

こ
の
改
革
は
「
国
家
目
標
規
定
も
望
ん
で
い
た
」
し
、
少
な
く
と
も
国
家
目
標
規
定
は
「
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
支
持
者
の
視
野

に
入
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
。
社
会
国
家
原
理
を
こ
の
領
域
で
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
国
家
目
標
規
定
が
「
意
図
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
見
え
る
」
。
国
家
目
標
は
、
「
請
求
権
の
意
味
に
お
け
る
訴
求
可
能
な
主
観
的
公
権
」
で
は
な
い
点
で
、
基
本
権
と
区
別
さ

れ
、
ま
た
、
国
家
目
標
は
、
政
治
的
目
標
値
で
あ
っ
て
、
政
治
的
手
段
に
よ
っ
て
の
み
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
、
国
家

目
標
は
、
他
の
基
本
法
の
条
項
、
と
く
に
基
本
権
の
解
釈
に
際
し
て
援
用
さ
れ
、
そ
の
効
果
を
発
揮
し
、
さ
ら
に
民
事
法
上
の
規
範

の
解
釈
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
、
と
。

臼
ま
た
、
お
そ
ら
く
多
く
の
学
説
は
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
は
、
そ
の
規
定
の
仕
方
か
ら
し
て
「
狭
義
に
お
け
る
（
民
事
）

立
法
者
の
一
般
的
な
客
観
法
的
保
護
義
務
」
ま
た
は
「
民
事
立
法
者
の
客
観
法
的
保
護
ま
た
は
促
進
義
務
」
を
根
拠
付
け
る
も
の
で

は
な
い
と
解
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
他
方
で
、
「
国
家
権
力
の
包
括
的
な
保
護
お
よ
び
促
進
義
務
」
を
導
出
す
る
学
説
も
存
在

し
て
い
る
。配

分
請
求
権
・
給
付
権
と
し
て
の
基
本
法
三
条
三
項
二
文

付
基
本
法
三
条
三
項
二
文
が
「
本
来
的
配
分
請
求
権
」
や
「
本
来
的
給
付
権
」
を
根
拠
付
け
る
も
の
で
は
な
い
点
に
つ
い
て
は
、

学
説
に
お
い
て
争
い
は
な
い
。
議
論
の
余
地
が
あ
る
の
は
、
「
派
生
的
配
分
請
求
権
お
よ
び
給
付
権
」
を
基
本
法
三
条
三
項
二
文
か

4 
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ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
点
、

リ
ュ
フ
ナ

l
は
、
「
障
害
者
の
利
益
に
憲
法
に
よ
っ
て
高
い
ラ
ン
ク
が
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認
め
ら
れ
た
」
こ
と
か
ら
、
「
特
別
の
状
況
に
お
い
て
は
、
と
く
に
、
国
家
が
基
本
権
実
現
の
た
め
の
前
提
領
域
の
創
出
を
独
占
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
例
え
ば
、
学
校
や
大
学
の
領
域
に
お
い
て
、
補
整
を
行
う
国
の
措
置
を
求
め
る
請
求
権
が
展
開
さ
れ
得
る
」

と
説
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
「
派
生
的
配
分
請
求
権
お
よ
び
給
付
権
」
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
は
「
な
お
解
明
が
必
要
で
あ
る
」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
興
味
深
い
解
釈
論
を
展
開
し
た
の
が
、
ベ
ア
オ
カ
ン
プ
（
白
石
田
0
2
2
B勺
）
が

二
O
O
二
年
に
発
表
し
た
論
文
「
基
本
権
ド
グ
マ

l
テ
ィ
ク
の
体
系
に
お
け
る
障
害
者
基
本
権
（
基
本
法
三
条
三
項
二
文
）
」
で
あ
る
。

慶躍の法律学

以
下
、
こ
の
論
文
の
骨
子
を
叙
述
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

る
の
か
」
と
い
う
問
題
関
心
で
あ
る
（
∞
・

3
3
0
ベ
ア
オ
カ
ン
プ
は
、
ま
ず
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
違
反
に
つ
い
て
、
保
護
領
域

こ
の
論
文
を
通
底
す
る
の
は
、
「
こ
の
新
し
い
基
本
権
を
ど
の
よ
う
に
し
て
既
存
の
基
本
権
ド
グ
マ

l
テ
ィ
ク
に
組
み
入
れ

｜
｜
侵
害
｜
｜
正
当
化
と
い
う
自
由
権
の
三
段
階
審
査
図
式
に
従
っ
て
判
断
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
平
等
審
査
の
二
段
階
図
式
を
利

用
す
べ
き
か
を
検
討
す
る
。
ベ
ア
オ
カ
ン
プ
は
、
①
特
別
の
平
等
権
は
、
一
般
平
等
原
則
と
は
異
な
っ
て
、
不
利
益
を
受
け
る
危
険

に
と
く
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
一
定
の
集
団
を
保
護
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
こ
と
、
②
基
本
法
三
条
三
項
一
文
と
自
由
権
が
同
じ
方

向
に
作
用
す
る
事
例
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
（
例
え
ば
、
宗
教
上
の
見
解
に
よ
る
差
別
と
い
う
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
、
基
本
法
三
条
三
項

一
文
を
基
本
法
四
条
一
項
と
は
別
の
構
成
に
よ
っ
て
審
査
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
説
得
的
で
は
な
い
こ
と
）
を
理
由
と
し
て
、
自
由
権
の
三

段
階
審
査
図
式
を
使
う
べ
き
だ
と
主
張
す
る
（
∞
・

3
∞）。

そ
の
上
で
ベ
ア
オ
カ
ン
プ
は
、
「
こ
の
新
し
い
基
本
権
に
帰
属
す
る
様
々
な
機
能
」
を
考
察
す
る
。
ベ
ア
オ
カ
ン
プ
に
よ
る
と
、

基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
研
究
は
、
「
基
本
権
に
帰
属
す
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
機
能
を
め
ぐ
る
散
策
」
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ

り
、
「
障
害
者
の
基
本
権
」
は
、
①
防
禦
権
、
②
国
の
保
護
義
務
の
根
拠
、
③
照
射
効
を
有
す
る
客
観
的
価
値
秩
序
、
④
給
付
権
、

⑤
配
分
請
求
権
お
よ
び
⑥
手
続
に
影
響
を
与
え
る
規
範
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
（
∞
・

3
S
。
こ
の
う
ち
、
給
付
権
お
よ
び
配
分
請
求
権



に
か
か
わ
る
議
論
を
見
る
こ
と
と
し
よ
う
。

ベ
ア
オ
カ
ン
プ
は
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
に
基
づ
く
給
付
請
求
権
は
否
定
し
つ
つ
も
、
「
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
限
定
的
給

ア
レ
ク
シ

l
の
議
論
を
下
敷
き
と
し
て
、
基
本
法
三
条
は
、
「
法
的
平
等
の
原
理
」
の

付
機
能
」
を
認
め
る
。
ベ
ア
オ
カ
ン
プ
は
、
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み
な
ら
ず
、
「
事
実
上
の
平
等
の
原
理
」
も
含
む
こ
と
、
事
実
上
の
平
等
の
原
理
は
、
事
実
上
の
差
異
を
結
合
点
と
す
る
法
的
な
不

平
等
取
扱
い
を
正
当
化
す
る
の
み
な
ら
ず
、
法
的
な
不
平
等
取
扱
い
が
実
際
上
の
平
等
の
創
出
に
役
立
つ
場
合
に
は
、
法
的
な
不
平

等
取
扱
い
を
要
求
す
る
こ
と
、
も
っ
と
も
、
人
々
の
間
の
あ
ら
ゆ
る
事
実
上
の
相
違
を
修
正
す
る
こ
と
は
平
等
権
の
任
務
で
は
な
い

の
で
、
事
実
上
の
平
等
が
い
か
な
る
要
件
に
お
い
て
補
整
を
行
う
不
平
等
扱
い
を
求
め
る
具
体
的
な
主
観
的
権
利
と
な
る
の
か
と
い

う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ベ
ア
オ
カ
ン
プ
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
ア
レ
ク
シ

l
に
依
拠
し
て
、
「
原
則
と

し
て
法
的
平
等
の
原
理
が
優
位
す
る
」
が
、
法
的
平
等
、
立
法
者
の
形
成
の
自
由
、
自
由
権
に
含
ま
れ
る
諸
原
理
な
ど
「
対
立
す
る

他
の
諸
原
理
が
必
要
な
衡
量
に
お
い
て
劣
位
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
限
り
」
、
「
事
実
上
の
平
等
の
創
出
を
求
め
る
最
終
的
な
主
観

的
権
利
」
が
成
立
す
る
と
答
え
る
（
∞
・

5
宮
内
）
。

そ
し
て
ベ
ア
オ
カ
ン
プ
は
、
「
普
通
学
校
へ
の
障
害
を
も
っ
生
徒
の
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
領
域
」
に
お
い
て
「
事
実
上

の
平
等
の
創
出
を
求
め
る
最
終
的
な
主
観
的
権
利
」
の
成
立
を
次
の
よ
う
に
論
証
し
て
い
る
。
「
普
通
学
校
へ
の
障
害
児
の
さ
ら
な

る
統
合
を
求
め
る
請
求
権
」
に
対
抗
す
る
憲
法
上
の
原
則
と
し
て
は
、
親
の
教
育
権
、
立
法
者
の
形
成
の
自
由
（
と
く
に
予
算
高
権
）
、

そ
の
能
力
に
応
じ
た
教
育
を
求
め
る
他
の
生
徒
の
権
利
（
基
本
法
二
条
一
項
）
が
考
え
ら
れ
る
が
、
各
々
に
つ
い
て
、
①
親
の
学
校

選
択
権
は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
理
由
に
よ
っ
て
の
み
制
限
さ
れ
る
こ
と
、
②
国
は
す
べ
て
の
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
学
校
教
育
に
財
政

支
出
を
行
う
の
で
あ
っ
て
、
極
端
な
超
過
負
担
は
予
測
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
、
普
通
学
校
に
通
学
を
希
望
し
、
か
っ
そ
の
適
性
が
あ

る
障
害
児
の
数
も
そ
れ
ほ
ど
多
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
不
相
当
な
経
費
が
必
要
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
養
護
学
校
に
お

け
る
授
業
よ
り
も
普
通
学
校
に
お
け
る
共
同
授
業
の
ほ
う
が
費
用
が
か
か
ら
な
い
こ
と
、
③
教
育
学
の
研
究
は
、
学
級
に
障
害
者
を

22ラ
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受
け
入
れ
る
こ
と
が
他
の
生
徒
の
学
習
お
よ
び
発
達
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
得
る
。

こ
の
よ
う
に
「
対
立
す
る
憲
法
上
の
立
場
」
が
「
克
服
で
き
る
障
壁
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
以
上
、
「
事
実
上
の
平
等

の
原
理
」
は
、
障
害
を
も
っ
生
徒
が
普
通
学
校
の
要
求
に
対
応
で
き
る
場
合
は
基
本
法
三
条
三
項
二
文
に
基
づ
く
普
通
学
校
通
学
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「
許
可
請
求
権
」
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
至
る
、
と
（
∞
・
5
0
N

円）。

ベ
ア
オ
カ
ン
プ
は
、
「
配
分
請
求
権
」
と
し
て
「
公
的
施
設
の
利
用
を
求
め
る
憲
法
上
の
請
求
権
」
を
肯
定
す
る
。
ベ

ア
オ
カ
ン
プ
は
、
配
分
請
求
権
が
自
由
権
と
平
等
権
と
の
結
び
付
き
か
ら
ー
ー
さ
ら
に
社
会
国
家
原
理
を
補
充
的
に
援
用
し
つ
つ

加
え
て
、

｜
｜
導
出
さ
れ
る
と
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
を
前
提
と
す
れ
ば
、
基
本
法
三
条
三
項
二
丈
に
つ
い
て
も
個
別
の
自
由
権
と
結

び
付
い
て
配
分
請
求
権
の
作
用
を
認
め
る
の
が
説
得
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、
地
方
公
共
団
体
が
ス
ポ
ー
ツ
団
体

に
体
育
館
を
特
定
の
時
間
帯
に
無
料
で
開
放
し
て
い
る
場
合
、
何
人
も
、
施
設
の
利
用
目
的
を
尊
重
し
、
か
つ
収
容
能
力
を
超
え
て

い
な
い
限
り
、
公
的
施
設
の
利
用
を
請
求
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
、
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
団
体
も
、
当
該
体
育
館
に
完
全
な
設
備

が
整
っ
て
い
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
も
、
体
育
館
の
利
用
許
可
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
は
、
例
え
ば
、
市
立
劇
場
の

小
劇
場
に
車
椅
子
利
用
者
に
適
し
た
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
事
例
に
お
い
て
、
車
椅
子
利
用
者
が
、
基
本
法
二
条
一
項
と
結
び

付
い
た
基
本
法
三
条
三
項
二
文
に
基
づ
い
て
、
必
要
な
改
築
に
よ
っ
て
劇
場
へ
の
入
場
と
劇
の
観
賞
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
求
め
る

請
求
権
ま
で
も
有
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
ベ
ア
オ
カ
ン
プ
は
、
劇
場
の
閉
鎖
は
別
と
し
て
、
必
要
な
改
築
を
す
る
以
外
に
不
利
益

処
遇
禁
止
違
反
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
請
求
権
ま
で
も
認
め
ら
れ
る
と
解
す
る
。
た
だ
し
、
個

人
は
そ
の
共
同
体
拘
束
性
の
故
に
社
会
に
対
し
て
不
合
理
な
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
請
求
権

に
は
、
改
築
措
置
が
技
術
的
に
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
財
政
的
に
不
適
切
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
限
界
が
存
在
す
る

と
す
る
お
・

5
8
円）。

こ
の
よ
う
な
ベ
ア
オ
カ
ン
プ
の
解
釈
論
は
、
既
存
の
基
本
権
ド
グ
マ

l
テ
ィ
ク
を
使
っ
て
最
大
限
の
基
本
権
機
能
を
基
本
法
三
条
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ロ
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NOFEES∞
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U
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3リ
∞
込
凶
∞
同
・

（
ロ
）
例
え
ば
、
カ
ス
パ

l
ル
は
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
「
旅
行
主
催
者
」
と
「
旅
行
者
（
顧
客
）
」
と
の
法
律
関
係
が
問
題
と
な
る
事
案
で
あ
り
、

障
害
者
は
こ
の
紛
争
の
当
事
者
で
は
な
い
が
、
そ
の
場
合
に
も
「
基
本
法
秩
序
の
価
値
設
定
的
意
義
」
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら

の
判
決
は
、
障
害
者
に
自
ら
選
択
し
た
場
所
で
休
暇
を
過
ご
す
こ
と
を
「
禁
止
」
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
障
害
者
の
社
会
的
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ

ン
に
対
し
て
、
「
禁
止
」
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
不
利
益
的
影
響
を
及
ぼ
す
。
何
故
な
ら
、
休
暇
に
お
け
る
健
常
者
と
障
害
者
と
の
接
触
が
費
用
減
額
請
求

権
を
根
拠
付
け
る
「
旅
行
の
暇
庇
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
旅
行
主
催
者
は
経
済
的
合
理
性
に
従
っ
て
障
害
者
の
参
加
を
認
め
な
い
休
暇
旅
行
を
提
供

す
る
こ
と
に
な
る
。
旅
行
主
催
者
の
契
約
上
の
義
務
に
は
、
基
本
法
の
価
値
秩
序
を
基
準
と
す
れ
ば
、
「
障
害
者
の
い
な
い
（
σoFE号
ユ
g
宮
』
）
」
休

暇
を
提
供
す
る
こ
と
は
含
ま
れ
な
い
、
と
（
缶
E
5
2
内
号
、
R
O
E
O－協同
5
5
5
Eロ
m
2
q
Z
H
Z
E
E
2
2
F
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∞
・

M
g
E

5
5
∞a
o
z
Eロ
セ
Z
o
z
w
E
o口
BHNonF吾
E

Eロ
伊
開
志
向

M
c
g・∞－

E
円
）
。
さ
ら
に
、
忌
者
戸
：
・
0
・

E

5・∞）湖∞・
5
ヱ
uoh尽
き
す
・
白
・
0
・

（〉ロ
E
－N
C
’

E
D
H－
凶
ミ
も
参
照
。

（
竹
刀
）
否
者
N
。。。岨∞・∞ム・

（
M
）
否
者
宅
。
∞
＠
∞
・
忍
∞
・

（お）

b
g
h
h
R
Pミ
H
N
Z
2
5
R
E
E
E
E
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o
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N
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o
m
2
5
2
冨
g
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F
E
E－件加の互い
mm『
切

ozE号
店
ロ
閃
ゆ

Z
』
者
－

3
∞
咽
∞
・
∞
∞
｝
同
・
一
均
史
、
。
『

苓
守
句
句

qさ

s誌叫

z』。町円仏胆回口吋件。己』∞

（u
刈
）
同
同
内
ミ
内
句
町

3
．白．。．（〉

E
．M
凶）喧小．凶．

（竹山）

q
s
E与岨印・
ω・
0
・
（
旨
5
・
N凶）唱列島民－
b
N・
ヵ
ス
パ

l
ル
は
、
具
体
的
な
事
案
に
お
け
る
線
引
き
に
際
し
で
も
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
照
射
効

が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
①
障
害
者
居
住
施
設
に
隣
接
す
る
土
地
の
所
有
者
は
、
「
通
常
の
」
土
地
所
有
者
よ
り
も
一
般
的
社
会
拘
束
性
の

枠
内
に
お
い
て
も
高
度
の
負
担
を
負
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
②
障
害
者
の
発
す
る
声
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
試
み
」
で

あ
り
、
人
間
の
本
質
的
な
基
本
欲
求
に
属
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
声
は
他
の
騒
音
源
と
同
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
隣

人
関
係
上
の
寛
容
の
用
意
と
い
う
高
度
の
義
務
」
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
内
む
を
ミ
ム
・
0
・（〉

B
－己）リ∞・

5
）。
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ドイツ基本法における「障害者の不利益処遇禁止Jの解釈論（岡田俊幸）
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じ
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の
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摘
し
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つ
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い
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の
創
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ま
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改
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国
の
給
付
を
求
め
る
請
求
権
が
、
不
利
益
処
遇
禁
止

お
よ
び
他
の
基
本
権
と
協
働
し
た
社
会
国
家
原
理
か
ら
生
じ
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凶
（
示
・
円
『
m・
5
二
塁
）

E
R
∞$・

（
判
）
～

srppω
・0
・（旨

5
・
3
）唱

E
R－∞∞ム・

（
灯
）
門
、
さ
～
uhHnpmw
・州W
・O
・（〉日ロ－
M
凶）喧岡山己目・凶∞。・

（特）

q
s～t
b
n
p
白・
ω・0
・（〉慢出－
M

凶）湖周皆同・凶唱。・

（
特
）
む
と
町
立
。
～
y
m
凶・
ω・0
・（〉旨ロ－
M

】）温河円四日－
M
O
J
可・

（仙川）

q
s～uhHnpmw
－m凶・
0
・（〉ロ
B
－M
凶）リ岡山岳同・凶
3
・

（引）

h
b
n
p
p
白－
O

・C
・（旨

5
・M
凶）・∞－
M
U
F

列
島
肖
・
口
小
・
、
ザ
ッ
ク
ス
は
、
一
九
九
六
年
の
論
文
に
お
い
て
、
保
護
義
務
を
根
拠
付
け
る
能
力
を
「
一
般
的

に
基
本
権
に
」
認
め
る
立
場
か
ら
、
基
本
権
保
護
義
務
を
基
本
法
三
条
三
項
二
文
の
差
別
禁
止
の
場
合
も
肯
定
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
国
家
は
、
す

べ
て
の
作
用
に
お
い
て
、
他
の
私
人
に
よ
る
差
別
か
ら
障
害
者
を
保
護
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
（
青
戸
：
・
0
・

5
5・M
）・∞・

2
）
。
も
っ

と
も
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
に
基
本
権
保
護
義
務
の
基
本
権
作
用
を
認
め
る
学
説
も
、
立
法
者
に
「
広
い
裁
量
の
余
地
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を

前
提
と
す
れ
ば
、
す
で
に
様
々
な
立
法
が
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
立
法
者
が
こ
の
領
域
に
お
い
て
「
過
小
保
護
禁
止
」
に
反
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
ず
、

そ
の
結
果
、
基
本
法
三
条
三
項
二
文
に
つ
い
て
保
護
義
務
の
機
能
が
重
大
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
期
待
さ
れ
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
（
常
室
内
む
き
予

白・
ω・
0
・（〉ロ
E
・凶）唱∞・

3
。
円
）
。
な
お
、
不
利
益
処
遇
禁
止
か
ら
「
保
護
義
務
」
が
生
じ
る
と
解
す
る
学
説
と
し
て
、
ミ
ミ

S
F常
5
l
h事
〉
百
一
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恵
三
宅
河
内

5
・
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E
S
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B－2
（
g
m
y
c
g
E
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5
F
E
5
5
n
E
f
N
〉
邑
・
M

g

少
旨
凶
一

E
母・

2
・

q
s～snp
同－
mw
・
c・（〉旨ロ－
M
凶）

wm円四時・凶
3
・

h
n
b

。E－O
・C
・
（
旨
百
戸
以
）

w
E
R
3
c
s兵
：
・
0
・
（
旨

5
・M
M
）
唱
包
ロ
こ
。
ム
ミ
ミ
同
町
三
－
P
0
・
（
旨

5
・

a）
u
E
R
3・

h
ミ
弓
コ
mw
・白・0・（〉ロ自・品一団）ゆ岡山岳肖・∞∞ム

F
E
Z－白・0・（〉
B
M
M
M
）リ

E
E
5さ

NWSRむき山予白・
ω・
0
・
（
旨

5
・
凶
）
以
下
の
叙
述
に
お
い
て
、
こ
の
論
文
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、
本
文
中
に
括
弧
書
で
頁
数
を
示
す
o

hsミ
ヒ
n
q
h
F
8
5
仏
日
。

E
E目。
E
P
3∞
少
∞
・
凶
ゴ
司
・

四

お
わ
り
に

る
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
本
稿
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
は
、
制
定
過
程
に
お
い
て
基
本
法
三
条
三
項
二
文
に
期
待
さ

本
稿
の
目
的
は
、
ド
イ
ツ
の
諸
学
説
が
新
た
に
導
入
さ
れ
た
基
本
法
三
条
三
項
二
文
か
ら
い
か
な
る
規
範
的
内
容
を
導
出
し
て
い

れ
た
規
範
的
内
容
は
「
防
禦
基
本
権
」
（
一
般
平
等
原
則
の
強
化
）
と
「
価
値
決
定
」
（
照
射
効
）
と
い
う
極
め
て
控
え
め
な
も
の
で
あ

っ
た
が
、
学
説
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
は
る
か
に
越
え
る
規
範
的
内
容
を
基
本
法
三
条
三
項
二
文
か
ら
導
出
し
よ
う
と
す
る
解
釈
論

が
多
彩
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
あ
り
、
か
っ
そ
れ
に
尽
き
る
。
た
だ
、
先
行
研
究
と
の
関
係
に
お
い
て

本
稿
に
若
干
の
存
在
価
値
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
基
本
権
ド
グ
マ

l
テ
ィ
ク
の
総
論
的
検
討
に
向
け
て
、
基
本
法
三
条
三
項

二
文
の
不
利
益
処
遇
禁
止
に
即
し
て
「
個
々
の
基
本
権
の
各
論
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」
を
試
み
た
点
に
あ
る
と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
。



（
卸
）
単
著
の
研
究
書
に
限
定
す
る
と
、
小
山
剛
『
基
本
権
保
護
の
法
理
』
（
成
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
、
同
『
基
本
権
の
内
容
形
成
l
立
法
に
よ
る
憲

法
価
値
の
実
現
』
（
尚
学
社
、
二

O
O
四
年
）
、
松
本
和
彦
「
基
本
権
保
障
の
憲
法
理
論
」
（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二

O
O
一
年
）
が
代
表
的
で
あ
る
。

（
ω）
小
山
・
前
掲
注
（
伺
）
『
基
本
権
の
内
容
形
成
』
コ
二
三
頁
。

ドイツ基本法における「障害者の不利益処遇禁止Jの解釈論（岡田俊幸）
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